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証拠（3）各種の証拠調べ
 証人尋問（190条－206条）
 当事者尋問（207条－211条）
 鑑 定（212条－218条）
 書 証（219条－231条）
 検 証（232条－233条）
 証拠保全（234条－242条）
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証人尋問（190条－206条）

 証人＝自己の経験によって知った事実を訴訟に
おいて供述する第三者（訴訟当事者及び法定代
理人以外の者）。

 証人尋問＝質問に答える形で証人に供述させる
取調べの方法。

 鑑定証人＝専門的学識経験をもっていたが故に
認識しえた具体的事実について供述する者
（217条。例：特定の患者を診察した医師）。
これも証人の一種である。
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証人義務

 日本の裁判権に服する者はすべて証人義務を
負っている

1. 出頭義務（192条－194条）

2. 宣誓義務（201条1項・5項、規則112条）
例外：201条2項-4項。

3. 証言義務（200条）。例外：196条・197条）
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尋問事項書

 証人尋問の申出と同時に、尋問事項をできる限
り個別的かつ具体的に記載した尋問事項書を提
出しなければならない（規107条）。証人の記
憶喚起を容易にし、特に相手方の反対尋問の十
分な準備を可能にするためである。

 尋問事項書は、裁判所に記録保存するほか、証
人への呼出状に添付して送達する必要があるの
で（規則108条）、2通を裁判所に提出し、さら
に相手方当事者に直送する。
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証人尋問の主体と場所

 原則 証人尋問は、受訴裁判所が法廷で行う。

 例外

1. 受訴裁判所による裁判所外での証人尋問（185
条本文。195条の特則があるので、ただし書の
適用はない）

2. 受命裁判官・受託裁判官による裁判所外での
証人尋問（195条）

3. 受命裁判官による裁判所内での証人尋問（268
条）

 例外的方法で尋問した場合には、証人尋問の結
果を口頭弁論に上程（報告）する。
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宣誓（201条、規則112条）

 「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、ま
た、何事も付け加えないことを誓う 」（規則
112条4項）

 宣誓は、偽証罪（刑169条）の構成要件の一つ
であり、重みのある行為である。

 裁判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、
かつ、偽証の罰を告げる（規則112条5項）
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宣誓（201条）の例外

 16歳未満の者及び宣誓を理解することができな
い者には、宣誓させることができない（201条2
項）

 196条の規定により証言拒絶権を有する者が証
言拒絶権を行使しない場合には、宣誓をさせな
いことができる（201条3項）

 自己または自己と196条所定の身分関係にある
者に著しく利害関係のある事項について尋問を
受けるときは、証人は宣誓を拒むことができる
（201条4項）
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期日における質問と陳述（202条）

 人定尋問

 証明主題についての尋問（202条1項、規則113
条・114条）

1. 尋問を申し出た当事者による主尋問

2. 相手方当事者による反対尋問

3. 尋問を申し出た当事者による再主尋問

4. 裁判長による補充尋問（202条1項）・介入尋
問

5. 陪席裁判官による尋問（規則113条4項）
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質問と証言は、口頭でなされる（203条）

 証人は、書類に基づいて陳述することができな
いのが原則である（本文）。

 複雑な事実関係をすべて記憶をもとに陳述する
ことは困難な場合がある。そのような場合には、
裁判長の許可を受けて、書類を見ながら陳述す
ることができる（ただし書）。
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証人尋問の制限（規則114条・115条）

 証人尋問は、証人にとって、ときに精神的拷問
となることがある。

 そこで、質問についての制限が規則で規定され
ている（規則114条・115条）。特に115条2項1
号の制限は証人の人格的利益の保護のために重
要である。
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対質（規118条）

 複数の証人を同時に面前に並べて尋問すること。

 必要に応じて行うことができるが、特に、同一
の尋問事項について複数の証人の証言に食い違
いがあり、証言の信用性の判断に迷うに場合に
効果的な尋問方法である。集中人証調べを行う
ことにより現実に可能となる。

 対質尋問については、裁判長が最初に尋問する
ことができる（規118条3項）。

精神的圧迫の緩和

 付添い（203条の2）

 遮蔽装置（203条の3）
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映像等の送受信による通話の方法による尋問
（204条）

 映像と音声の送受信により相手の状態を相互に
認識しながら通話をすることができる方法に
よって、証人を尋問する（204条）。

1. 遠隔の地に居住する証人の尋問をする場合 当事
者を受訴裁判所に出頭させ、その証人のみを最寄り
の裁判所に出頭させて尋問を行う（規123条1項）。

2. 通常の方法では精神の平穏が著しく害されるおそれ
がある場合 証人を受訴裁判所の別室に在席させ
るか、又は他の裁判所に出頭させる（規123条2項） 。

T. Kurita 14

尋問に代わる書面の提出（205条、規則124
条）

 裁判所は、相当と認める場合において、当事者
に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面
（回答書）の提出をさせることができる。

 例えば、交通事故の実況検分をした警察官に事
故の状況について書面で尋問することがある。
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当事者尋問（207条－211条）

 当事者を証拠方法として、その経験した事実に
ついて質問し、その供述を証拠資料とする証拠
調べの方法
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当事者尋問の特徴（1）

 補充性 証人と当事者とを尋問する場合には、
証人を先に尋問するのが原則である。しかし、
適当と認められる場合には、当事者から尋問で
きる（207条2項）。補充性の根拠：

1. 客観的に供述する見込みが当事者より証人の
方が高い。

2. 制裁（207条1項2文・209条1項）をもって当
事者に供述を強制するのは酷である。
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当事者尋問の特徴（2）

 職権での尋問も可能（207条1項）。

 陳述を命ぜられた当事者は、出頭・陳述義務を
負う。宣誓させるか否かは、裁判所が裁量によ
り決める（207条1項2文）。

当事者尋問の対象となるもの
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当事者本人 本人尋問

法定代理人（211条） 法定代理人尋問

法人代表者（37条） 代表者尋問
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事実認定資料として当事者の弁論と当事者尋
問における陳述

 弁論における主張は、時間をかけた調査に基づ
き、熟慮を重ねて主張内容を固め、それを訴状
や準備書面に記載して、法廷ではそれを陳述す
れば足りる。相手方からの質問も、即答する必
要は必ずしもない。訴訟代理人の陳述でもよい。

 当事者尋問においては、原則として書面に基づ
かずに陳述し、予期せぬ質問にも即答しなけれ
ばならない。虚偽の陳述をする場合には、小さ
な矛盾をつかれて説明を重ねるうちに説明がつ
かなくなり、「実は、・・・」と言う可能性が
ある。
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不出頭・陳述拒絶等に対する制裁（208条）

 当事者本人を尋問する場合に、正当な理由なし
に出頭しないとき、又は宣誓もしくは陳述を拒
むときは、尋問事項に関する相手方の主張を裁
判所が真実と認めることができる。

 これは、事実認定に必要な心証度（裁判官が認
識すべき事実の蓋然性の度合い）が確信（証
明）に至らなくても相手方の主張を真実と認め
ることを許す趣旨の規定である（証明度の低
減）。
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虚偽の陳述に対する制裁（209条）

 当事者本人は、たとえ宣誓していても証人では
なく、虚偽の陳述をしても偽証罪（刑法169
条）に問われない。

 より緩やかな制裁として、過料の制裁が用意さ
れている。
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証人尋問の規定の準用（210条）

 195条（受命裁判官等による証人尋問）

 201条2項（宣誓無能力者）

 202条（尋問の順序）

 203条（書類に基づく陳述の禁止）

 203条の2（付添い）

 203条の3（遮へい措置）

 204条（映像等の送受信による通話の方法による尋問）

 206条（受命裁判官等の権限）
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準用されない規定

 192条－193条（不出頭に対する制裁）、194条
（勾引）

 196条・197条（証言拒絶権）、198条－200条
（証言拒絶の手続と制裁）

 201条1項・3項－5項（宣誓）

 205条（尋問に代わる書面の提出）
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鑑 定（212条－218条）

 鑑定人 裁判所の命令により専門的知識を報告
する者

 鑑定 鑑定人から報告を得るための証拠調べ

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P208
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P209
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P210
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P212
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鑑定の対象となる事項

 経験則についての専門的知識

 経験則を具体的事実関係に適用して得られる事
実判断

 法規についての専門的知識

 その他、証人尋問等の方法で得るのに適さない
知識。
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証人と鑑定人との区別

証人 鑑定人

忌避 ×
○

（214条1項）

報酬
日当

（費用法18条1項）

鑑定料

（費用法18条2項）

指定する者 当事者（規106条） 裁判所（213条）

勾引 ○（194条） ×（216条）
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鑑定義務（212条・214条）

 鑑定義務は、鑑定をなすに必要な学識を有する
者が負う義務である（212条）。

 この抽象的義務は、鑑定命令により具体的義務
となる。
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鑑定義務の例外

 欠格事由（212条2項）。

1. 196条所定の証言拒絶事由（刑事訴追・名誉
喪失）に相当する事由のある者

2. 201条4項の宣誓拒絶事由に相当する事由（顕
著な利害関係）のある者

3. 201条2項に規定する者（16歳未満の者・宣誓
の趣旨を理解することができない者）

 鑑定拒絶事由（197条）

 忌避（214条1項）

T. Kurita 29

鑑定人の義務

 鑑定人は、次の義務を負う。

1. 出頭義務

2. 宣誓義務

3. 鑑定意見報告義務

 義務違反に対しては、証人義務違反の制裁規定
がおおむね準用される（216条）。ただし、証
人と異なり、勾引はできない（216条における
194条の準用排除）。
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手 続

 申出（180条、規則129条）、円滑な実施に関す
る協議

 鑑定の採用（181条）と鑑定人の指定（213条）

 鑑定事項の決定と告知、呼出し

 宣誓

 資料収集

 鑑定意見の報告（215条） 期日に口頭で報
告、または、期日外で書面（鑑定書）で報告
（書面鑑定）

 鑑定意見の内容の検討・吟味

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/r53-172.html#P106
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P213
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P194
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P216
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P212
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P214
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P216
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P215
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口頭での意見陳述と質問－説明会方式（215
条の2、規則132条の3・132条の4）

鑑定人が意見報告をしやすくするために、口頭での
意見陳述について、説明会方式と呼ばれる方法が採
用されている。

1.まず鑑定人が全部の意見を陳述し、

2.その後で、鑑定人の意見の内容を明瞭にし、又
はその根拠を確認するために必要な事項につい
て（規則132条の4）、裁判長、鑑定を申し出た
当事者、その他の当事者の順で質問する（215
条の2）。
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テレビ通話方式による意見陳述と質問（215
条の3、規則132条の5）

 遠隔地にいる専門家の口頭での意見陳述を容易
にするために、映像等の送受信による通話の方
法による陳述も認められている。

 鑑定人が出頭すべき場所は、受訴裁判所が相当
と認める場所でよく、裁判所に限定されていな
い（規則132条の5。規則123条と対照）。
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証人尋問の規定の準用（216条）

 公務員・元公務員が鑑定人となる場合 191条

 鑑定拒絶事由と手続 197条－199条

 鑑定人の宣誓 201条1項

 正当な理由のない不出頭・宣誓拒絶に対する制
裁 192条・193条

 鑑定拒絶を理由がないとする裁判の確定後の正
当な理由のない鑑定拒絶に対する制裁 192
条・193条
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鑑定に準用されない証人尋問の規定

 194条（勾引）

 203条（書類に基づく陳述の禁止）

 203条の2（付添い）

 203条の3（遮へい措置）

 204条（映像等の送受信による通話の方法によ
る尋問） 215条の3がある。

 205条（尋問に代わる書面の提出）
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鑑定の嘱託（218条）

 鑑定は、内外の官庁・公署または相当の設備を
有する法人に嘱託(依頼)することもできる。

 裁判所が職権で嘱託することができる。

 法人等が鑑定を行う場合には、宣誓に関する規
定は準用されない。

 鑑定書は、法人等に属する特定の者が作成する
ことになるが、その者が鑑定人となるわけでは
ない。
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書証と文書

 書証は、裁判官が文書を閲読し、そこに表現さ
れている作成者の意思を係争事実の認定資料と
する証拠調べをいう。

 書証の対象物は、文書である。民事訴訟法は書
証と文書をこのような意味で用いている。

 しかし、「証拠調べの対象となる文書」の意味
で書証ということもある（例えば、規則55条2
項・139条、民執法85条3項）。
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http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P215-3
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/r53-172.html#P132-5
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/r53-172.html#P132-5
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/r53-172.html#P123
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P216
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P191
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P218
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/r53-172.html#P55
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/r53-172.html#P139
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/enforcement/CE45-92.html#P85
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T. Kurita 37

文書と準文書

 民事訴訟の証拠調べの対象となる固有の意味で
の文書は、①作成者の思想（意思、認識、感情
など）が、②裁判官が直接閲読可能な形態で、
③文字またはこれに準ずる符号によって表現さ
れているものをいう。

 情報を表すために作成された物件でこれらの要
件を満たさないものは、すべて準文書（231条）
として扱われる。

T. Kurita 38

電磁的記録

 電磁的記録の形で存在する情報が、紙に
印刷して裁判官が直接閲読できる形にす
ることに適したものである場合には、紙
に印刷したものを提出し、あるいは提出
するように命ずることを申し立てる。

 その他の電磁的記録は、記録内容を適当な方法
で再現して裁判官がその内容を獲得することに
なるが、これは準文書の証拠調べとなる。

T. Kurita 39

書証と検証

 書証は、情報を表すために作成された物件から
その情報を獲得する証拠調べの方法である。提
出義務に一定の制限がある（220条）

 検証は、情報を表すために作成されたのではな
い物件（たとえば建物）から情報（証拠資料）
を収集する証拠調べの方法である（232条以
下）。検証の対象は検証物と呼ばれる。提示義
務に制限がない（232条で220条が準用されてい
ない）。

T. Kurita 40

文書の分類

 処分証書と報告証書

 公文書と私文書（228条参照）

 原本・正本・謄本・抄本・写し（規143条との
関係で重要である）

T. Kurita 41

書証の手続の概略

自己が所持する文
書の証拠申出

証拠調べ

文書提出命令・
送付嘱託の申立

提出・送付された文
書の取調べの申出

文書入手
の申出

本申出

取り調べるべき
部分を特定して
する

219条
・226条

T. Kurita 42

自分が所持していない文書の証拠申出

 挙証者は、自己が所持しない文書について、所
持者（相手方当事者または第三者）にその提出
を命ずることを裁判所に申し立てることができ
る。

 公正な裁判の実現と文書の所持者の利益とを調
整するために、220条で文書提出義務を負う範
囲が規定されている。

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P231
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P232
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P228
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/r53-172.html#P143
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P219
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P226
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P220
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T. Kurita 43

相手方の引用文書（1号）

 挙証者の相手方が自己の主張を根拠づけるため
に文書を引用した場合には、挙証者がその文書
を閲覧して反論することができるように、相手
方はその文書を提出すべきである。

相手方

手元の資料によれ
ば・・・である。

弁論において主張

挙証者

信じがたい！
その資料を見せてほしい

文書提出命令の申立て

T. Kurita 44

申立人が引渡・閲覧請求権を有する文書（2
号）

次の条文などを参照。

 民法262条4項･487条･503条1項･646条

 商法153条1項･263条2項･293条の6第1項･542条

 個人情報保護法25条 請求できるのは情報の
開示であるが、訴訟において利用するために開
示請求するのであるから、情報を記載した文書
を提出すべきである。

T. Kurita 45

挙証者の利益文書（3号前段）

 次の条件を満たす文書を指す。

1. 挙証者の実体上の地位や権利関係を直接証明
しまたは基礎づける文書

2. そのことを目的として作成された文書

 例：挙証者を受遺者とする遺言状、挙証者であ
る患者の診療録、挙証者のためにする契約の契
約書、領収書、同意書、身分証明書。

 ただし、より広く解釈する立場もある。

T. Kurita 46

法律関係文書（3号後段）

 挙証者と所持者との間の法律関係あるいはこれ
と密接な関係のある事項が記載された文書を指
す。

 利益文書と共通する部分が多いが、作成目的を
問わない点で異なり、範囲が広くなるので、専
ら自己利用のために作成された内部文書はこれ
に該当しないとの制限が付される。

T. Kurita 47

その他の文書－一般的提出義務（4号）

4号所定の除外文書に該当しない文書

イ 196条所定の証言拒絶事由に該当する文書

ロ 一定範囲の公務秘密文書

ハ 第197条1項2号・3号の職業秘密文書

二 自己利用文書

ホ 刑事事件文書

T. Kurita 48

文書提出命令の手続
（221条以下、規則140条以下）

 文書提出命令の申立ては、所定事項を明らかに
して（221条1項）、書面でしなければならない
（規140条1項）。

 相手方の意見陳述も書面による（規140条2項）

 第三者に対して文書提出命令を発するときには、
第三者を審尋しなければならない（223条2項）。

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P196
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P221
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/r53-172.html#P140
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T. Kurita 49

提出を命ずる文書の特定

 申立書には、文書の表示と趣旨を記載する。文
書の趣旨は、記載内容の概略を意味し、文書の
特定に必要な範囲で記載すれば足りる。

 概括的特定で足りる場合もある

 文書の表示または趣旨を明らかにすることが困
難なときは、裁判所に対し、これらの事項を文
書所持者が明らかにすることを求めるよう申し
出なければならない（文書特定手続。222条1
項）。

T. Kurita 50

最決平成１３年２月２２日

提出を求める文書の表示及び趣旨として「特定の会
計監査に関する記録又は資料を整理した監査調書」
を記載した申立ては、個々の文書の表示，趣旨の記
載がなくても、対象文書の特定に不足するところは
ない。

T. Kurita 51

不服申立て（1）
（223条7項）

 証拠調べの必要性がないことを理由とする却下
決定に対しては、独立の不服申立ては許されな
い（最決平成１２年３月１０日）。

 その他の理由で申立てを却下する決定について
は、独立の不服申立てが認められている。

 ただし、受訴裁判所が、文書提出命令の申立て
を却下する決定をした上で、即時抗告前に口頭
弁論を終結した場合には、即時抗告は不適法で
ある（最決平成１３年４月２６日）。

T. Kurita 52

不服申立て（2）

 申立てを認容する裁判に対しては、提出を命じ
られた者が即時抗告することができる。

 第三者に対する提出命令に対しては、相手方当
事者は抗告の利益を有しない（最決平成１２年
１２月１４日）、

T. Kurita 53

文書提出命令違反の効果（224条・225条）

 第三者が文書提出命令に従わない場合には、20
万円以下の過料の制裁が科される（225条）。

 当事者が提出命令に従わない場合には、この者
に敗訴の危険（この者に不利な事実認定）の負
担を負わせる（224条）。

T. Kurita 54

当事者が提出命令に従わない場合

 主張された記載内容の認定 裁判所は、当該
文書の記載に関する挙証者の主張について確信
を持つに至らない場合でも、それを真実と認め
ることができる（証明度の低減）。

 記載内容により証明すべき事実の認定 文書
の記載内容について具体的主張をすることが著
しく困難な場合には、当該文書により証明すべ
き事実を他の証拠により証明することが著しく
困難であるというもう一つの要件が充足されれ
ば、裁判所は、証明すべき事実に関する主張を
真実と認めることができる（224条3項）

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/casebook/heisei/13/h130222supreme3.html
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P223
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/casebook/heisei/12/h120310supreme2.html
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/casebook/heisei/13/h130426supreme.html
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/casebook/heisei/12/h121214supreme2.html
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P224
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P224
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T. Kurita 55

文書送付の嘱託（226条）

 裁判所は、当事者の申立てに基づき、事実の認
定のために必要な文書あるいは必要となること
が予想される文書の所持者に送付を嘱託するこ
とができる。

 例：交通事故などについて警察官が作成する調
査書、登記所や市役所・町村役場の保管文書。

 文書提出命令よりも命令性（権力性）の弱い平
和的な文書入手方法である。

T. Kurita 56

本申出

 書証の本申出は、口頭弁論期日に行う。

 その前に、裁判所および相手方に立証趣旨の関
連性を吟味する機会を予め与え、書証申出の期
日に証拠整理の役に立てるために、書証の申出
をする時までに次のものを裁判所に提出する。

1. 文書の写し

2. 文書の記載から明らかな場合を除き、≪文書
の標目、作成者、立証趣旨≫を記載した証拠
説明書。

3. 外国語の文書については、訳文

T. Kurita 57

文書の成立の真正（228条－230条）と証拠力

 文書が作成者の意思に基づいて作成されたこと
を、文書の成立の真正という。

 習字の目的で作成された文書は、作成者の意思
に基づいて作成されたものであっても、作成者
の思想の表明物ではなく、形式的証拠力を欠く。

成立の真正 形式的証拠力 実質的証拠力

作成者とされた
者の意思に基づ
く作成

作成者の思
想の表明

記載内容が
事実の認定
に役立つ

T. Kurita 58

成立の真正の証明（228条）

 文書の成立の真正を挙証者の相手方が否認する
場合には、彼はその理由を明らかにしなければ
ならない（規145条）。例えば、「自分が作成
した文書ではなく、文書に押されている印章は
自分が通常使用するものではない」と主張する。

 成立の真正が争われた場合には、挙証者は、文
書の成立の真正を証人尋問・当事者尋問その他
の方法により証明しなければならない。

T. Kurita 59

成立の真正に関する2段の推定（228条4項）

Ａが作成者であると主張されている文書につい
て、作成名義欄にＡの押印がある

その押印は、Ａの意思によりなされたのだろう

その文書は、Ａの意思により作成されたのだろう

いくぶん荒い推定であり、批判がある。

1段目の推定

2段目の推定（228条4項）

T. Kurita 60

実質的証拠力

 処分証書については、その真正が認められと、
それに記載された法律的行為を作成者がしたこ
とが直接証明される。ただし、作成者の能力の
問題や、詐欺・強迫は別個に問題とされる。

 報告文書の実質的証拠力は、記載内容が信用で
きるか否か、および記載内容と要証事実との関
連性に依存する。記載内容の信用性の判断にあ
たっては、一切の作成経緯が考慮される。

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P226
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P228
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/HD3/**WebSTAR**/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P228
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/r53-172.html#P145
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T. Kurita 61

処分証書の成立の真正についての自白

 判例 文書の成立の真正は補助事実であり、
これについての自白は裁判所を拘束しない（最
判昭和５２年４月１５日）。

 学説 自白の拘束力を認める見解が多い。

T. Kurita 62

陳述書

 報告文書のうちで、よく見られるのは訴訟開始
後に作成された陳述書・上申書である。

1. 裁判所が事件全体の流れを把握し、証人尋問の数を
減少させ、あるいはその実施を簡素にして、審理の

負担を軽減することが目指されている。

 陳述書の証拠力

1. 陳述書作成者を証人尋問することが可能な場合でも、
そうすることなくその陳述書を証拠とすることがで
きる（ただし、否定説も有力である）。

2. 実質的証拠力は低く評価されることが多い。

T. Kurita 63

陳述書が証拠原因となる場合の例

 証明責任を負う者が提出する陳述書に記載され
ている事実について、相手方が反証しようと思
えば比較的容易に反証できるのにそれをしない
場合。

 証明責任を負う者が証明すべき事実の証明のた
めに相手方の当事者本人あるいは代表者または
従業員を尋問する必要がある場合に、相手方か
ら当該事実に係る陳述書が提出され、証明責任
を負う者がそれでよしとして、それ以上の追及
（当事者尋問や証人尋問の申出）をしない場合。

T. Kurita 64

原本提出の原則（規143条）

 証拠に用いる文書の提出又は送付は、原本、正
本又は認証謄本でしなければならない。文書の
成立の真正を迅速に認定し、作成者の意思を確
実に読み取るためである。

 文書の原本は滅失しているがその写しは存在す
る場合に、その写しを証拠調べの対象文書とす
ることを禁止する趣旨ではない。

T. Kurita 65

原本を提出できない場合

 その事情を明らかにして、写しを提出する。

 当該文書（写し）に表明された意思が作成者の
意思であることの認定を慎重に行うことが要求
されるが、その点に争いがなければ、あるいは
その点が証明されれば、裁判官はその写しに現
れている作成者の意思を証拠資料にすることが
できる。

T. Kurita 66

準文書（231条）

情報を表すために作成された物件で、文書の要件の
一部または全部を欠くものは、準文書として書証の
対象となる。

1.文字またはこれに準ずる符号によって表現さ
れていないもの

2.直接閲読可能な形態で表現されていないもの

3.特定の人の思想を表現しているとは言えない
もの

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/casebook/showa/52/s520415supreme.html
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/r53-172.html#P143
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P231
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T. Kurita 67

内容が機械により再現される媒体（メディ
ア）

 媒体の種類が重要ではなく、記録されている内
容が重要である。

 記録された内容が紙へプリントアウトに適する
ものである場合には、プリントアウトした紙を
証拠調べの対象とする（将来はプリントアウト
の必要はなくなるかもしれない）

 音声などを記録した録音テープ、ディスク、フ
ラッシュメモリーなどは、機械で再生して裁判
官が聞き取るという方法で証拠調べをする。

T. Kurita 68

準文書の成立の真正
（発話の録音テープ等について）

 証拠調べは、裁判官が録音されて発話を聴取し
て、その内容を理解して判断材料にする方法に
よりなされるのであるから、挙証者は、発話者
を特定しなければならない。

 発話者とされた者の発話が正しく録音されてい
ることが成立の真正であり、要証事実との関係
でその発話が発話者の思想・感情の表現である
ことが形式的証拠力である。

T. Kurita 69

続

 録音テープの成立の真正について、推定規定は
ない。しかし、声紋による成立の真正の証明は
可能である（231条により229条が準用される）。

 補助事実として、発話者の外に、録音者および
録音の日時も明確にされるべきである（規則
148条）。

 情報処理機器の進歩により録音テープの改変・
捏造が容易になっているので、必要であれば録
音の経緯を録音者に証言させ、改変・捏造のな
いことの保証をとるべきである。

T. Kurita 70

検 証

 検証＝物や人体の形状・性質あるいは生活環境
などにつき、裁判官がその五感作用により直接
に事実を認識（感得）する証拠調べ

 検証の対象＝検証の目的 それが有体物であ
る場合には、検証物ともいう。

T. Kurita 71

検証協力義務
（検証目的提示義務・検証受忍義務）

 検証対象を自己の支配領域内に置いている者は、
検証に協力する義務を負う。

 何人も、正当な理由ある場合を除き、この義務
を負う（通説）。これは一般的義務であり、
232条で文書提出義務に関する220条が準用され
ていないことはその現れである。

 しかし、無制約の義務ではなく、正当な理由に
よる提示拒絶は許される（通説）。

T. Kurita 72

手 続（232条）

書証についての規定がかなり準用される。

 219条（書証の申出）

 223条（文書提出命令等） 3項から6項まで
は、220条4号を前提にした規定であるので、問
題がある。

 224条（当事者が文書提出命令に従わない場合
等の効果）

 226条（文書送付の嘱託）。

 227条（文書の留置）

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/r53-172.html#P148
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P232
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P219
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P223
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T. Kurita 73

次の規定の準用は規定されていない

 220条（文書提出義務）

 221条（文書提出命令の申立て）

 222条（文書の特定のための手続）

 225条（第三者が文書提出命令に従わない場合
の過料）

 228条（文書の成立）・229条（筆跡等の対照に
よる証明）・220条（文書の成立の真正を争っ
た者に対する過料）

T. Kurita 74

検証の際の鑑定（233条）

 検証の実をあげるために、必要がある場合には、
鑑定を命ずることができる。

 当事者からの申出に基づく検証に付随してなさ
れるので、この鑑定は職権で命ずることもでき
る。

T. Kurita 75

証拠保全（234条－242条）

将来行われるべき証拠調べの時まで待っていたので
は、証拠調べが不可能あるいは困難となるおそれ
（証人の病状の悪化のおそれ、物の現状の変更のお
それ等）があるときに、予め証拠調べをしておき、
将来その結果を利用する目的でなされる証拠調べを
証拠保全のための証拠調べという。

T. Kurita 76

証拠保全の手続

次の2つの部分から構成される

 どのような証拠についてどのような方法で証拠
保全のための証拠調べをするか否かを決定する
部分(234条以下)

 証拠調べの実施の部分 第2編第4章で規定さ
れているすべての証拠調べの方法を必要に応じ
て使用することができる。179条から233条の規
律を受けるが、239条・240条に特則がある。

T. Kurita 77

管轄裁判所（235条）

 提訴前は、証拠保全の対象の関係地（被尋問者
の居所、文書所持者の居所、検証物の所在地）
の地方裁判所または簡易裁判所である。

 提訴後は、その証拠を使用すべき審級の裁判所
（官署としての裁判所）である（235条1項本
文）。ただし、審理中の状態にある場合は、受
訴裁判所（裁判機関）に申し立てる（235条1項
ただし書）。

T. Kurita 78

相手方（236条）

 証拠保全手続には、本案訴訟の相手方当事者を
関与させる（240条）。

 提訴前の証拠保全手続においては、相手方当事
者となるべき者を関与させるのが原則である。
相手方となるべき者を指定することができない
場合には、裁判所は、相手方の利益保護のため
に必要と判断すれば、特別代理人を選任するこ
とができる。

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P220
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P221
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P233
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P234
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P235
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P236
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T. Kurita 79

証拠保全のための証拠調べの実施（239条以
下）

 証拠保全の決定がなされると、証拠保全に必要
な範囲で証拠調べを行う。

 事件が審理中の状態ある場合（235条1項ただし
書の場合）には、受命裁判官にさせることがで
きる（239条）。

 相手方または第三者が所持又は占有する文書・
物件について検証を行う場合に、任意の提示が
拒否されるときには、提示命令が必要である。

 滅失のおそれのある文書については、書証を行
うこともできる（成立の真正も調べられる）。

T. Kurita 80

口頭弁論への上程（242条）

証拠保全は、事柄の性質上、口頭弁論の期日外でな
されるので、証拠保全の結果を口頭弁論に上程する
ことにより初めて裁判の基礎資料となる。

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P239
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP179-242.html#P239

